
　
税
金
面
以
外
で
の
ア
ド
バ

イ
ス
は
あ
る
？

　
相
続
税
は
、
親
が
亡
く
な

っ
た
ら
必
ず
か
か
る
？

　
相
続
税
の
負
担
を
抑
え
る

方
法
は
あ
る
？

　
贈
与
は
子
ど
も
だ
け
で
は

な
く
、
孫
へ
も
で
き
る
？
　

そ
の
場
合
の
メ
リ
ッ
ト
は
？

　
２
０
１
５
年
の
相
続
税
法
改
正
に
よ

っ
て
相
続
税
の
納
税
対
象
者
が
１
・
８

倍
に
増
加
し
、
相
続
税
へ
の
関
心
が
高

ま
っ
て
い
ま
す
。ま
た
新
型
コ
ロ
ナ
後
、

「
将
来
の
相
続
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

が
増
え
た
」
と
回
答
し
た
人
が
２
割
に

上
っ
た
と
の
報
告
も
あ
り
ま
す
。
「
備

え
あ
れ
ば
憂
い
な
し
」
。
今
回
は
相
続

税
と
贈
与
税
の
基
本
を
確
認
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

　
相
続
税
は
全
て
の
家
庭
に
か

か
る
税
金
で
は
な
く
、
「
一
定

の
額
」
を
上
回
る
財
産
を
相
続
し
た
方

に
か
か
る
も
の
で
す
。２
０
１
９
年
は
、

亡
く
な
っ
た
人
１
０
０
人
の
う
ち
８
・

３
人
が
相
続
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま

し
た
。
こ
の
「
一
定
の
額
」の
こ
と
を
、

税
金
が
か
か
ら
な
い
足
切
り
ラ
イ
ン
の

意
味
で
「
基
礎
控
除
」
と
い
い
ま
す
。

相
続
税
法
で
は
【
３
千
万
円
＋
（
６
０

０
万
円
×
法
定
相
続
人
の
数
）
】
を
基

礎
控
除
と
定
め
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
残
さ
れ
た
家
族
構
成
が
配

偶
者
の
み
の
場
合
は
、
相
続
人
が
１
人

で
３
６
０
０
万
円
、
配
偶
者
と
子
ど
も

１
人
の
場
合
は
、
相
続
人
が
２
人
で
４

２
０
０
万
円
、
配
偶
者
と
子
ど
も
２
人

の
場
合
は
相
続
人
が
３
人
で
４
８
０
０

万
円
と
い
う
具
合
で
す
。

　
一
番
基
本
的
な
方
法
は
、
財

産
を
次
の
世
代
に
広
く
、
長
く

「贈
与
」で
渡
し
て
財
産
を
移
動
さ
せ
る

方
法
で
す
。一
般
の
贈
与
は
、贈
与
を
受

け
る
側
１
人
当
た
り
、
年
間
１
１
０
万

円
ま
で
非
課
税
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
図
１
の
よ
う
に
、
長
男
、
次

男
と
そ
れ
ぞ
れ
の
配
偶
者
、
加
え
て
孫

６
人
の
計
�
人
に
、
１
人
毎
年
１
１
０

万
円
ず
つ
�
年
間
に
わ
た
っ
て
贈
与
し

た
場
合
、
１
１
０
万
円
×
�
人
×
�
年

間
で
１
億
１
千
万
円
の
現
金
を
次
世
代

へ
無
税
で
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
、
大

き
な
節
税
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
現
在
自
民
党
税
制
調
査
会

で
一
般
贈
与
１
１
０
万
円
の
見
直
し
が

行
わ
れ
て
い
る
と
の
情
報
が
あ
り
、
今

後
の
動
向
に
注
意
が
必
要
で
す
。

　
図
２
に
示
し
た
よ
う
に
、
孫

へ
の
贈
与
は
、
子
ど
も
と
比
べ

て
対
象
範
囲
が
広
く
な
る
上
に
、
課
税

を
１
回
減
ら
す
「世
代
飛
ば
し
」の
効
果

が
あ
り
ま
す
。
加
え
て
、
子
ど
も
へ
の

贈
与
の
場
合
、
相
続
発
生
前
３
年
以
内

の
贈
与
は
相
続
財
産
に
加
算
さ
れ
て
し

ま
う
の
で
す
が
、
孫
は
法
定
相
続
人
で

は
な
い
た
め
加
算
の
必
要
が
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
二
重
の
意
味
で
、
お
孫
さ
ん

へ
の
贈
与
は
有
効
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
相
続
で
何
よ
り
大
切
な
の
は

「
円
満
な
相
続
」
「
争
い
の
な

い
相
続
」
で
す
。
円
満
な
遺
産
分
割
に

向
け
て
▽
家
族
同
士
の
日
頃
か
ら
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
▽
所
有
財
産
の
棚

卸
表
の
作
成
▽
遺
言
書
作
成
の
検
討
｜

な
ど
、
生
前
に
「
争
族
リ
ス
ク
」
を
減

ら
し
て
お
く
準
備
が
、
節
税
対
策
以
上

に
大
切
だ
と
感
じ
ま
す
。
（
税
理
士
）
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